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【基調講演】 

文化のバトンをつなぐためには！ 

～最新動向からみる文化ボランティアの現状と課題～ 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

プログラムオフィサー  柴田 英杞氏 

 

  皆様おはようございます。今ご紹介に預かりました柴田でございます。 

今日お話しさせていただきますのは、基調講演というよりも基調報告に近い内容かと思い

ます。 

今、我が国の文化政策は大きな転換点を迎えているのではないかと考えており、その状

況を皆様にご提供すると共に、一緒に考えていくきっかけ作りの情報を今日集めて参りま

した。我が国の文化政策は昨年から今年にかけて急速に変わりつつありますので、まず、

そこら辺の話から始めていきたいと思います。 

今回のフォーラムのテーマが結構切実なテーマで、“高齢化克服”という強烈なタイトル

になっています。これについては、福岡県だけの問題、課題ではなくて、全国的な問題と

してとらえてよろしいか、と思っています。文化ボランティアだけではなくて、都道府県

に組織されている文化団体連合会のような協会組織でも高齢化が非常に問題となっていま

す。いかに後継者を育成していくか、作っていくか、誰にそのバトンを渡すのか、渡せる

のか、といったことはとても重要なテーマだと思っていますので、そこら辺を中心にお話

をさせていただきたいと思います。 

  

まず「文化ボランティアの位置づけは？」でありますが、 

文化ボランティアの位置づけというよりも、これまでの文化政策の流れをおさらいして

みようということで作ってみました。 

2001 年に文化芸術振興基本法が制定され、我が国の文化振興の基本的な考え方が初めて

定まりました。ここでは具体的な施策を詳細に記述するということよりも、「こういう方向

で我が国の文化政策を進めていきたい、発展させていきたい」という基本的な考え方が格

調高く書き込まれている、というのが特徴です。2001 年までは、こういう法律もなく、文

化政策が進められてきました。この基本法の制定と共に、翌年に、第一次基本方針という

ものが策定されます。その中に文化ボランティアという文言が初めて明記されましたが、

具体的には、2002年から文化ボランティアの助成事業というのが始まりました。 

この当時の文化庁長官は、お亡くなりになりました河合隼雄さんという方が長官を務めて

おられ、皆さんもご存知かと思いますが、心理学の研究者でした。 

この河合長官が「文化ボランティア活動を全国的に浸透させていきたい、活発化させてい

きたい」という強い想いがあり、提唱されました。その背景にはコミュニティの崩壊とか、

財政破綻とか、いろいろ社会的な問題が多発していた時期でしたので、そのコミュニティ

の分断、あるいは、人と人とのつながりが希薄になっている社会を「人と人との絆」によ

って紡ぎ合わせていくことが必要なのではないか、とお考えになったようです。 
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文化ボランティアという活動は潜在的にはありましたが、それをもう少し顕在化させたい、

という考えがありました。そこで、全国文化ボランティアフォーラムが４回だったと思い

ますが開催されて、述べ６００人から８００人ぐらいの文化ボランティアの方々が集まっ

た、という実績があります。当時「文化ボランティア助成事業」というのがあり、全国で

約３０団体ぐらいに助成金を配分して、文化ボランティアのモデルを作っていこうとして

始めたものです。６年ぐらい文化ボランティアの育成事業というのを助成してきましたが、

そこで明るみになったことは、“コーディネーターがいない”という課題が浮かび上がって

きました。 

それは文化ボランティアをいろいろマネージメントしていく人がいないために、文化ボラ

ンティアをやりたいという人をうまくまとめ切れていない、調整できていないという現実

が、見えてきました。 

文化ボランティア実践者の方々の想いを引き出していないという気付きから、その後２年

間は「文化ボランティアコーディネーター育成事業」というものを展開してきました。 

2011年に政権交代がありましたので、その事業はスクラップアンドビルドされて、「新しい

公共」という施策の中に統合されたという経緯があります。 

2003 年には文化庁が、官房政策課に文化ボランティア専門官という役職を配置しました。

現在でも政策課の専門官はこの文化ボランティア専門官という職を併任していらっしゃい

ます。昨年こちらのフォーラムにお呼びしました三木さんという方は、文化ボランティア

専門官という肩書もお持ちでした。今は、新しい方が務めておられます。 

2005 年には第四次基本方針ができますが、この第四次基本方針までの間にも文化ボランテ

ィアという文言がしっかりと明記されております。 

先ほども申し上げましたとおり、2006 年から 2008 年まで、全国文化ボランティアフォー

ラムが開催され、個々の文化ボランティアの支援というよりも“地域の文化活動の担い手

としての文化ボランティア”というのがクローズアップされました。2015 年には緊急提言

といたしまして、「文化芸術立国の実現を獲得する文化政策」というものが発表されました

が、「文化ボランティアの育成と確保に向けた取り組みの強化」というのが明記されていま

す。 

本年 2017年には、新しい基本法が出来ました。今までの「文化芸術振興基本法」から「振

興」がとれて、「文化芸術基本法」という法律になりました。 

この成立を受けて、現在第一期文化芸術推進基本計画というものを文化審議会、文化政策

部会の中で審議中です。その中にも文化ボランティアの内容が盛り込まれる予定です。 

このような流れの中ですが、今、助成事業として明確な施策はありません。 

平成３０年度の文化庁概算要求の中身を見ても、文化ボランティアに対して新しい施策と

して、助成事業を位置付けるという動きはありませんが、この基本計画とか、基本方針の

中には絶えず「文化ボランティア」という文言が明記されています。 

特に 2020年東京オリンピックの開催に合わせて、文化ボランティアの担い手を増やしてい

こうという考え方もありますが、まだまだ 2020年に向けての全国的な機運の盛り上がりに

は欠ける状況です。 
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今年度中に、この新しい文化芸術基本法の成立を受けて、第一期基本計画が策定されます。

予定では、年末から年始にかけてパブリックコメントを行い、その後、３月までの間に、

2018年から 2022年までの５か年間を想定した基本計画が策定されます。2020年あたりで

中間報告を入れることになっています。 

この基本計画の中に盛り込まれたものについては、必ず実践しないといけないもので、基

本方針よりも幾らか具体的になってきます。あと政策評価という「指標」も現在作ってい

ますので、今までの文化政策よりは、かなり厳密な形で推進されていくのではないか、と

いう予想をしています。その中に盛り込まれないと、いろいろな施策がとりあげられる確

率も低いということで、「文化ボランティアの内容を強く盛り込ませたい」と個人的には考

えています。 

さらに、この「文化ボランティア」がどこに位置付けられているかというと、「専門的人材

の育成」に位置付けられていますので、文化ボランティアも文化芸術の専門性をある程度

持ったような位置づけになるのでは、という予想をしています。 

  

その次、「ボランティア活動の状況の①」というところです。 

これは平成２７年度の社会教育調査から引用したものですが、数年に１回、このような調

査が行われており、大変興味深い数字が出ています。今、出ているのが平成１４年度から

２７年度までの状況です。 

ピックアップしてまとめたものですが、ここで興味深い数字というと、公民館と劇場・音

楽堂等が、文化ボランティア助成事業が始まった平成１４年度からボランティア活動が減

少しているというところがポイントとなります。 

逆に図書館、それから青少年教育施設、博物館などは、伸びている傾向にあります。 

この増加・減少が、どういう理由から起こっているかについては、分析が出来ていないの

で何とも言えませんが、「少子高齢化の影響は、必ず受けているだろうな」ということは考

えられます。特に公民館はそういう影響を大きく受けているのではないのでしょうか。 

それから、図書館と博物館の分野は大変健闘していますね。図書館は読み聞かせが活発化

してきているのか、それ以外の何か図書館での活動があるのか、これは読み聞かせのグル

ープの方に（今日、多くの方が参加していらっしゃいますので）お伺いしてみたいところ

ですが、大健闘しているのではないかと思います。 

博物館もかなり健闘しているのではないかなと思いますが、どこまでこの数字が伸びてい

くかは、今後次第というところでしょうか。 

一番心配なのは劇場・音楽堂です。私も劇場で働いている者の一人で、この数字を見て、

とても深刻に受け取りました。 

この平成１４年というのは、先ほども申し上げた通り、河合隼雄長官が文化ボランティア

を提唱され、活発化させようという運動を始められた頃で、それから比べると平成２７年

の数値が随分下がってしまっているということで、非常に深刻な問題だと思います。 

ここで要因として言えることは、平成１５年から平成１８年にかけて導入されました、指

定管理者制度の影響というのは否定できないのではないか、と思っています。 
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こちらの「とびうめの会」は、国民文化祭以後、レガシー（遺産）としてボランティア

活動を、ずっと続けてこられています。「とびうめの会」のように続いている自治体は少な

いと思います。 

私もいろいろな自治体でお話を伺ったり、助言やアドバイスをしたり、今は、さいたま市

の文化振興事業団というところで、ボランティア活動の活性化に向けたいろいろな講座の

コーディネートをしていますが、講師でお呼びする先生方の人選に非常に困っています。 

というのは「既に知られている団体、決まった人たち」の顔しか浮かび上がってこない状

況です。あれだけ平成１４年度から活発化していた文化ボランティア活動、特に劇場・音

楽堂で活動していたボランティアさん達が、分散してしまったのではないか、ということ

を非常に強く感じます。 

逆に、このあと講演をお願いしている藤原さんの事例、現代アートを活用したアートプロ

ジェクトの事例のご紹介がありますが、アートプロジェクトは全国花盛りで、活動が大変

活発化しています。非常に面白い、ユニークな事例のご紹介があるのではないかと楽しみ

にしています。 

今、アートプロジェクトという分野でのボランティア活動は、「これがボランティア活動

といえるのか」という活動が活発化しています。そういう新しいボランティア活動の動き

は、この社会教育調査には上がって来ませんので、これから調査をしていく必要があるの

かな、と考えています。この社会教育調査というのは主に拠点施設を中心にした活動とし

て捉えていますので、どういう形で調査が入ってくるかわかりませんが、新しいボランテ

ィアの流れというのが今、出てきているということを皆さまもご承知おきいただきたいと

思います。 

「とことん討論会」の時にも、こういうデータを活用して意見交換をしていただければあ

りがたく思います。 

 

次に、「ボランティア活動の状況の②」のところですが、ここは去年ご報告させていただ

たいたおさらいも含めて、皆さまと情報共有をしたいと思っています。 

この平成２７年度の社会教育調査におけるボランティアの登録者数ですが、これは文部科

学省が調査をしたもので、総数が５１万人になっています。これは確か、平成１７年か１

８年の時には６０万人位だったはずです。 

総数５１万人のうち女性が３３万人ということで圧倒的に女性のほうが多いですが、総数

５１万人のうちの登録者数としては、何と言っても公民館活動というのが活発化していて

１７万人、それから、かなり減少しますが図書館、社会体育施設の順に登録者数が多いと

いう状況です。 

社会体育施設については、これから 2020年のオリンピックもありますので、増加傾向に転

じていくのではないかと思います。スポーツボランティアも来年度から本格的にスタート

しますので、スポーツに関係するボランティアは増えていくのではないでしょうか。 

今日のテーマが「若者との出会い」ということですので、古いデータですが、平成１８

年度になされた「文化ボランティア実態調査」から、若年層だけの割合を拾ってみました。 
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この文化ボランティアの捉え方は社会教育調査の施設を対象にしており、当時は２０歳未

満が男女とも３％～４％。それから２０歳～２９歳までが男女１１%～１４%で推移してい

たということがわかります。 

次に、寄付というところからボランティア活動の若年層の割合を見てみますと、平成２７

年度ですが、２０歳代が男女とも１７~１８%ぐらい。３０歳代が男女２２%ぐらいという

ことになっています。これはボランティア活動ですので、国際協力や、環境、災害支援、

難民支援など、一般的なボランティア活動も含めての割合ですので、文化ボランティアに

比べると割合としては多いということになります。 

今、学校教育の中での「社会貢献活動の経験」という、日本ファンドレイジング協会が

強力に推し進めている活動があります。それは、成人になってからボランティア活動を始

めるのは、これから少なくなって行く、特に“少子高齢化”になっていきますと、あえて

成人になって、しかも働き盛りの年代にボランティア活動に入って行く人は少なくなって

いくのではないかと考えられます。 

また寄付についても、子供のころから寄付教育を行い、寄付に対するいろいろな考え方を

深めていくという機会を設けないと、いきなり勤めだしてから「寄付どうですか」といわ

れても、なかなか寄付文化が醸成されないだろうという、そういう問題意識の元に日本フ

ァンドレイジング協会が積極的に行っているのが寄付教育という活動であります。 

福岡市内でももう始まっていると思いますし、活発化しているのは北九州市です。 

学校教育の中に寄付教育というものを設けて、教育をされています。この学校教育におけ

る社会貢献活動の経験が、成人になってからの寄付活動やボランティア活動につながって

行くということです。 

そのような状況から文化芸術も同様だと思いますが、「幼い時から芸術・文化に親しむ」と

いう機会をどれだけ作っていけるかによって、寄付にも繋がるし、実践的なボランティア

活動にも繋がるのではないか、と期待されます。 

この２～３年ぐらい前から、この寄付教育を推進することができるようなファシリテータ

ー育成を、ボランティア協会でもやっており、私も参加をさせていただいています。 

  

次に、まとめになりますが、「文化のバトンを繋ぐためには」どういうことをしたらいい

のかということです。 

このテーマは今日午後から意見交換の後、またワールドカフェを実践していただきますが、

その時のテーマ「出会いの場づくり」ということに関して、５つほど上げさせていただき

ました。 

まず ①「文化活動拠点でのボランティア活動の活性化を再検討する」必要があるのでは

ないかということです。特に公民館とか劇場・音楽堂、ホール関係は本当に深刻な問題で

あります。②「学校教育の中での社会貢献活動の実践を考える」必要性はあるのか、ない

のかということ。 

それから ③「新しいボランティアニーズを発見する」ということで、今、ボランティア

活動の範囲が非常に幅広くなってきています。 
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新しい基本法においては、今までどちらかというと「実演芸術中心」、「顕在化された文化

芸術活動中心」でしたが、特に来年度からの基本計画においては、「生活文化へ焦点を当て

る」とか、「国民娯楽へ焦点を絞り込んでいく」とか、「若者文化を積極的に応援する」と

か、「文化芸術の社会的・経済的な効果を高めていく」とか、「文化芸術のその波及効果を

一層推進していく」というような、文化芸術の捉え方も非常に幅広くなっていきます。 

そこで、今まで推進してきた文化ボランティア活動を見直して、新しい文化ボランティア

のニーズを発見していかないことには、次に「バトンを繋いでいく」ことが出来なくなっ

てきているのではないかという問題提起をいたしたいと考えます。 

逆に ④「特定の目的に特化したボランティア活動にシフトする」というのも手ではない

か。例えば福祉とか教育とか医療とかまちづくりなどとの連携や、社会包摂活動を推進し

たり、地域の活性化のための活動を推進していくボランティア、特化したボランティアと

いうのもこれから必要なのではないかと思います。 

それには ⑤「若者との橋渡し役、世話役のコーディネーター人材を、新しいところから

発掘」していく必要があるのではないかということです。 

これらの指摘と問題提起を、皆さんに投げかけさせていただいて、午後の討論会において

活発なご意見をいただきたいな、と考えております。 

わたくしの基調講演はこれで終わりにさせていただきまして、若者代表の藤原さんにバト

ンタッチをしたいと思っています。 

どうもありがとうございました。 

 


